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平成 30 年 7 月豪雨による社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣に係

る費用の取扱いについて 

 

 このことについて、厚生労働省から事務連絡がありましたのでお知らせします。 

 なお、当該事務連絡については、以下のとおり留意点として補足されております。 

 

【留意点】 

 ①当該事務連絡については、内閣府（防災担当）と協議済みです。 

 ②熊本地震にかかる平成２８年４月２８日付け事務連絡と一部記載が異なりますが、

熊本地震の時と、対象となる範囲を変更するものではありません。 

 ③社会福祉施設等への介護職員等の派遣については、現地のニーズを見極めながら、

派遣のスキームを検討しているところです。 
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